
                        

2025年 3月 28日 

 

各 位 

株式会社 紀陽銀行 

 

 

キヨスマ！「スマホ口座開設サービス」におけるお申込時提出本人確認書類への 

「個人番号カード」の追加について 

 

 

 平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。 

 2025 年 4 月 1 日（火）より、紀陽スマートアプリ「キヨスマ！」の「スマホ口座開設サービス」

において、お申込時に当行へご提出いただく本人確認書類に下記のとおり個人番号カード（マイナン

バーカード）を追加いたします。追加に伴い、本サービスに関連する規定を一部改定いたします。 

 

記 

 

 

１．お申込時に当行へご提出いただく本人確認書類 

変更後 変更前 

運転免許証 または 個人番号カード 運転免許証 

 

２．関連規定の改定 

（１）改定する規定 

スマホ口座開設サービス利用規定 

 

（２）改定内容 

改定後 改定前 

第 6条 利用可能文字について 

お使いの機器により、対応していない文字（旧

仮名・旧字等）がある場合がございます。その

場合、本人確認書類に記載された字体を使用す

ることができない場合がございます。 

第 6条 利用可能文字について 

お使いの機器により、対応していない文字（旧

仮名・旧字等）がある場合がございます。その

場合、運転免許証に記載された字体を使用する

ことができない場合がございます。 

  ※改定後の規定は 別紙 をご参照ください。 

 

（３）改定日 

   2025年４月 1日（火） 

 

以 上 

 



                        

 

 

スマホ口座開設サービス利用規定  

 

（２０２５年４月現在） 

 

 

本利用規定（以下、本規定）は、株式会社 紀陽銀行（以下、当行）が、「紀陽スマートアプリ」におい

て提供する「スマホ口座開設サービス」（以下、本サービス）の取扱いを明記したものです。お客さま

は本規定のほか、当行が別途定める各関連規定等の内容を十分に理解・同意したうえでお客さまご自

身の判断と責任において、本サービスを利用するものとします。 

 

第１条 本規定の適用範囲等 

１．本規定は、「紀陽スマートアプリ」における「スマホ口座開設サービス」より開設した総合口座

（普通預金口座）に適用される事項を定めるものです。 

２．本規定は、「普通預金等共通規定」「総合口座取引規定」「普通預金規定」「盗難通帳・証書による

払戻被害に関する預金取引追加規定」「重大な過失または過失となりうる場合」（以下、各種預金規

定）の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがな

い事項に関しては各種預金規定が適用されるものとします。 

３．本規定において定義されるもののほかは各種預金規定に従います。 

 

第２条 本サービスについて 

１．本サービスは、画面の説明にしたがって当行所定のお客さま情報、および当行所定の本人確認書

類の写真画像等を当行に送信する方法により、総合口座（普通預金口座）開設および通帳レス口座

「スマ通帳。」のお申込みが同時におこなえるサービスです。 

２．本サービスで開設する口座は、通帳を発行いたしません。取引明細等は、「紀陽スマートアプリ」

残高・入出金明細照会サービスにご自身で口座を登録し、ご確認いただきます。 

３．ご利用には、所定の条件があります。 

 

第３条 個人関連情報の収集・利用 

  当行は、お客さまが本サービスに入力した電話番号について、第三者より「現在および過去の有効 

 性に関する情報」の提供を受け、個人データとして取得し口座開設審査に利用します。 

 

第４条 預金契約の成立 

本サービスからのお申込みにより開設された口座は、当行が所定の開設手続を完了した時点で、

当行とお客さまの間に預金契約が成立するものとします。ただし、当行所定の方法にて送付したキ

ャッシュカード等が当行に返送されてきた場合には、当行はお客さまに通知することなく、開設し

た口座を解約できるものとします。 

 

 

別紙

氏 



                        

 

 

第５条 印章の届け出 

１．本サービスからのお申込みにより開設された口座の印章は、口座開設後すみやかに別途所定の

方法により届け出るものとします。 

２．当行は、前項の印章の届け出を受け付ける際には、当行所定の方法により本人確認等をおこない

ます。 

３．第１項の届け出が完了するまでは、印章の押印を要する当行所定のお取引きはできません。 

４．第１項の届出前に生じた損害、または第１項の届け出が正当におこなわれなかったことにより

生じた損害については、当行は責任を負いません。 

 

第６条 利用可能文字について 

お使いの機器により、対応していない文字（旧仮名・旧字等）がある場合がございます。その場合、

本人確認書類に記載された字体を使用することができない場合がございます。旧仮名・旧字等での

お手続きを希望される場合、当行本支店窓口にご相談ください。当行は、お客さまがスマートフォン

によりお申込みされ、当行が認識した情報をもって、お取引きさせていただきます。 

 

第７条 規定の変更  

１．この規定は、法令の変更、社会情勢・金融情勢の変更、その他、当行が相当の事由があると認め

られる場合は、店頭表示、ホームページ、その他相当の方法で公表することにより、変更すること

ができるものとします。 

２．前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 

 

第８条 準拠法・管轄 

本サービスに基づく諸取引の契約準拠法は、日本法とします。本サービスに関して、訴訟の必要が

生じた場合には、当行本支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 

 

 

以上 

 


